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令和５年８月 31日 

各都道府県放課後児童健全育成事業担当課長 

各市区町村放課後児童健全育成事業担当課長 

各都道府県教育委員会地域学校協働活動担当課長 

各指定都市・中核市教育委員会地域学校協働活動担当課長 

こども家庭庁成育局成育環境課長 

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課長 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長 

放課後児童クラブの待機児童の解消等に向けた学校施設の活用等について（通知） 

こども家庭庁と文部科学省では、次代を担う人材を育成し、加えて共働き家庭が直面

する「小１の壁」を打破する観点から、放課後児童クラブの待機児童の早期解消、放課

後児童クラブと放課後子供教室の一体的な実施の推進等による全ての児童の安全・安心

な居場所の確保を図ること等を内容とした、「新・放課後子ども総合プラン」（平成 30年

９月 14 日付け 30 文科生第 396 号・子発 0914 第１号文部科学省生涯学習政策局長、文

部科学省初等中等教育局長、文部科学省大臣官房文教施設企画部長、厚生労働省子ども

家庭局長通知の別紙）（以下「新プラン」という。）を実施しているところであり、今年

度がその最終年度となっています。 

こども家庭庁が先日公表しましたとおり、本年５月 1日現在（速報値）の放課後児童

クラブの登録児童数は約 145 万人と過去最高となった一方で、利用できなかった児童

（待機児童）が約 1.7 万人発生しており、待機児童も昨年に比べて増加しております。

放課後児童クラブの待機児童の解消が喫緊の課題となっている状況を踏まえ、改め

て「新・放課後子ども総合プラン」の趣旨を周知するとともに、待機児童の解消を

目指し、学校施設を有効活用した放課後児童クラブの実施等の取組を一層促進する

ため、配慮いただきたい事項について通知します。 
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待機児童の解消は喫緊の課題であり、引き続き新プランに基づき受け皿の拡大を着実に

進めていく必要があると認識しています。 

 新プランにおいて、特に学校は、児童が校外に移動せずに放課後を安全に過ごせる場

所であることから、学校教育に支障が生じない限り、余裕教室や放課後等（長期休業期

間中を含む）に一時的に使われていない特別教室や体育館等の徹底的な活用を促進する

ものとしております。 

また、令和４年度子ども・子育て支援推進調査研究事業（厚生労働省）における「放

課後児童クラブの待機児童対策に関する調査研究」の結果によれば、放課後児童クラブ

の利用を希望する家庭が利用できるようにするため「放課後児童クラブ（支援の単位）

を増やす」ことに取り組んでいる地方公共団体において、量の整備に当たり課題となっ

ていることとして、「実施場所の確保（小学校内等）」を挙げた割合が 71.9％と、「放課

後児童支援員等を含めた、放課後児童クラブの活動に関わる人材の確保」（75.2%）に次

いで多くなっているところです。 

これらのことから、改めて新プランの趣旨についてご理解いただくとともに、待機児

童の解消を目指し、学校施設を有効活用した放課後児童クラブの実施等の取組を一層促

進するため、ご配慮いただきたい事項について下記のとおりお知らせします。特に待機

児童が発生している地方公共団体におかれましては、より一層のご配慮をいただくよう

お願いします。 

貴職におかれては、下記の内容について十分ご了知の上、部局内関係課と共有・連携

を図り放課後児童対策に取り組んでいただくとともに、都道府県放課後児童健全育成事

業担当（部）局におかれては管内・域内市区町村（指定都市・中核市を除く）の放課後

児童対策関係部署に対して、都道府県教育委員会地域学校協働活動担当課におかれては

所管の学校及び域内の市区町村教育委員会地域学校協働活動関係部署に対して、指定都

市・中核市教育委員会地域学校協働活動担当課におかれては所管の学校に対して、本件

について周知いただくようお願いします。 

また、待機児童を解消するためには、市区町村のみならず、都道府県の役割が重要で

す。管内の市区町村における待機児童数や待機児童解消に向けた取組を行う上での課題

等の状況把握を行い、関係部局間で連携の上、必要に応じての助言、情報提供等適切な

支援を行っていただくようお願いします。 

記 

１．学校施設等の有効活用について 

（１）余裕教室の活用及び放課後等における学校施設の一時的な利用の促進

① 学校施設を活用した放課後児童クラブの実施を促進するため、余裕教室の活用を

進めるとともに、学校の特別教室や体育館、校庭等（けが等が発生した場合の保健 
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室を含む）のスペースや、既に学校の用途として活用されている余裕教室を、学校

教育の目的には使用していない放課後等の時間帯や長期休業等の期間に活用する

など、一時的な利用を積極的に促進すること。特に、待機児童は都市部を中心に発

生しているが、そうした地域ほど児童数が多く、小学校 35 人学級の実施や特別支

援学級の増加等の事情がある中において、余裕教室の活用が見込めない場合には、

学校施設の一時的な利用（タイムシェア）を中心に検討する必要があること。 

② こうした取組を推進するためには、学校教育・児童福祉を担う部局間・関係者間

の連携が重要であり、地域や学校の実情に応じて、３．で後述するように総合教育

会議や学校運営協議会の仕組み等を活用したり、学校関係者や放課後児童クラブ関

係者、地方公共団体の担当部局等からなる協議会を設置したりするなどして、関係

者間の理解を深めつつ、協議を行い、学校施設を放課後児童クラブに活用できない

か検討すること。 

③ 学校施設を活用した放課後児童クラブの実施に当たり、こども家庭庁の「放課後

子ども環境整備事業」においては、余裕教室の改修、設備の整備・修繕及び備品の

購入のための経費や、余裕教室等に代わる教材等の保管場所の確保に必要な倉庫設

備の整備のための経費を補助している。あわせて、待機児童解消に向けた緊急対応

として、令和５年度より、学校敷地内や公有地にプレハブ施設を設置するために必

要な経費（リース料）を補助している。これら学校施設や学校敷地内を対象とした

国庫補助を積極的に活用し、待機児童解消や受け皿整備を進めること。 

④ 国庫補助を受けて整備された学校施設を活用する場合で、学校施設を転用し、財

産処分手続が必要となる場合であっても、「公立学校施設整備費補助金等に係る財

産処分の承認等について」（令和２年 12月９日付け２文科施第 281号文部科学省大

臣官房文教施設企画・防災部長通知）（以下「令和２年通知」という。）において、

国庫補助事業完了後 10 年以上経過した建物等の無償による財産処分の場合は、相

手先を問わず国庫納付金を不要とするなど、財産処分手続の大幅な弾力化を図って

いること。また、一時的な利用の場合には、財産処分手続は不要であること。 

（２）廃校施設の活用

学校の統廃合に伴って生じた廃校施設について、地域の実情やニーズを踏まえた上

で、放課後児童クラブに活用することも考えられる。国庫補助を受けて整備された廃

校施設の財産処分手続に当たっては、前述の令和２年通知を参照すること。 

また、こども家庭庁の「子ども・子育て支援施設整備交付金」等において、施設の

改修や当該施設までの送迎支援に係る経費を補助しているため、適宜活用されたいこ
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と。 

（３）学校施設と放課後児童クラブの複合化

近年、学校施設と他の公共施設等との複合化に取り組む地方公共団体が増えており、

放課後児童クラブとの複合化の事例も多く見られる。こうした学校施設と他の公共施

設等の複合化に関する報告書や事例集を文部科学省のウェブサイト（https://www.me

xt.go.jp/a_menu/mext_02087.html）に掲載しているので、整備を進める際の参考とさ

れたいこと。 

なお、公立学校施設と放課後児童クラブを複合化して整備する際、学校部分の施設

整備に対しては文部科学省の補助金、放課後児童クラブ部分の施設整備に対してはこ

ども家庭庁の補助金を活用できる場合があること。 

２．学校施設の活用に当たっての責任体制の明確化について 

放課後児童クラブは、学校施設を活用する場合であっても学校教育の一環として位

置づけられるものではないことから、実施主体は学校ではなく市区町村となり、当該実

施主体が責任を持って管理運営に当たるものである。一方、学校施設の活用に当たって

は、教育委員会と福祉部局の適切な役割分担の下、密接な連携を図る必要があることか

ら、「放課後児童クラブの実施における学校施設の管理運営上の取決めについて」（令和

元年７月４日付け元教地推第 12号・子子発 0704第１号文部科学省総合教育政策局地域

学習推進課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知）において、学校施設の管

理運営上の責任の所在について関係部局間での取決めが行われやすくなるよう、協定書

のひな形を示しているので必要に応じて参考にされたいこと。 

また、学校施設の一時的な利用（タイムシェア）を促進するため、あらかじめ取り決

めておくことが望ましいと考えられる事項を別紙にて新たに示しているので、併せて参

照されたいこと。 

なお、これらの取決めやひな形については、関係部局間・関係者間での取組の一助と

なるよう参考として示すものであり、協定書等の締結を必須化したり、既存の取決めを

変更したりするよう求めるものではない。教育委員会・福祉部局・放課後児童クラブ・

学校等がそれぞれの状況を踏まえて最も適した形で活用されたいこと。 

３．関係部局間・関係者間の連携について 

（１）総合教育会議の活用による総合的な放課後児童対策の検討

 総合教育会議は、教育に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限を有し

ている地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育課題やあ

るべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進を図るため、地方公共

団体の長及び教育委員会により構成される。総合教育会議においては、教育を行うた
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めの諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため

に重点的に講ずべき施策等について協議を行うことになっている。 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について」（平

成 26 年７月 17 日付け 26 文科初第 490 号文部科学省初等中等教育局長通知）におい

ても、総合教育会議の協議事項の一つとして、教育委員会と福祉部局が連携した総合

的な放課後児童対策について取り上げることも想定されているところ、待機児童が発

生するなど放課後児童対策の充実が喫緊の課題となっている地方公共団体におかれて

は、放課後等の活動への学校施設の有効活用等を図っていく観点から、教育委員会と

福祉部局が連携した総合的な放課後児童対策について積極的に総合教育会議で取り上

げることが考えられること。 

（２）推進委員会等による放課後児童対策の検討

新プランにおいては、市区町村に対し「運営委員会」の設置又は既存組織等による

地域の実情に応じた放課後児童クラブ及び放課後子供教室の実施に関する検討を求め

ている。こうした場を活用し、市区町村の教育委員会と福祉部局が連携を深め、学校

の教職員や放課後児童クラブの関係者との間で共通理解や情報共有を図るとともに、

学校施設の使用計画や活用状況等について、協議を行い、教育委員会と福祉部局の双

方が責任を持つ仕組みとなるよう、適切な体制づくりに努めること。 

また、新プランでは、市区町村において円滑な取組促進が図られるよう、都道府県

に対し「推進委員会」の設置又は既存組織等による放課後児童対策の総合的な在り方

の検討を求めている。この推進委員会等と連動し、管内市区町村放課後児童対策担当

者（教育委員会、福祉部局）との連絡会議を開催することも効果的である。こうした

場を活用し、放課後等の活動への学校施設の有効活用等のために必要な情報共有を行

うなど、関係部局間・関係者間の連携を図るよう努めること。 

（３）学校運営協議会を活用した学校・家庭と放課後児童クラブとの連携

 学校施設を活用して放課後児童クラブを実施するに当たっては、児童の様子や小学

校の下校時刻の変更、事件・事故や天災等の緊急時などにも対応できるよう、学校関

係者と放課後児童クラブ関係者等（放課後子供教室を実施している場合には、地域学

校協働活動推進員等の放課後子供教室関係者を含む）との間で迅速な情報交換・情報

共有を行うなど、十分な連携・協力を図ることが必要である。また、保護者との日常

的・定期的な対話等を通じて家庭とも密接に連携し、児童の成長を関係者で共有して

いくことが重要である。 

 このように学校と家庭、放課後児童クラブ関係者等の間で連携を密にし、放課後児

童対策の改善・充実を図る上で、放課後児童クラブ関係者を学校運営協議会の委員に

加えたり、学校運営協議会の議題を工夫したりするなど、学校運営協議会の仕組みを
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活用して情報や課題等を共有することが効果的であると考えられることから、学校運

営協議会制度の導入や積極的活用について検討すること。 

４．その他 

（１）放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的又は連携した運営について

 保護者の就労状況を問わず、こどもが交流し、学びや遊びを共にできる効果がある

ことや、関係者がつながることにより地域に根ざした放課後児童対策を推し進めるこ

とができることから、新プランでは、全ての放課後児童クラブと放課後子供教室が連

携することを求めているところであり、同一小学校内等で両事業を実施している場合

には、引き続き一体型の推進を図ること。 

 なお、一体型の実施に当たっては、文部科学省の「地域と学校の連携・協働体制構

築事業」による備品費、こども家庭庁の「放課後子ども環境整備事業」による改修費

等の補助の活用が可能な場合がある。また、こども家庭庁では、令和４年度補正予算

において「放課後児童クラブ等連携促進実証モデル事業」を実施し、両事業関係者の

連絡調整の場の設置、事業実施の検証等を行うことにより、両事業の一体的又は連携

した実施の促進を図っている。必要に応じてこれらの事業を活用し、推進体制の構築

及び実施環境の整備を図ること。 

（２）放課後のこどもの居場所づくりについて

 待機児童対策としては、放課後児童クラブを新たに整備することのほか、児童館や

社会教育施設等の施設を活用して、放課後のこどもの居場所を確保することも有効と

考えられる。こども家庭庁の「放課後居場所緊急対策事業」では、待機児童が 10人以

上発生している市区町村において、児童館等に児童の入退館の把握や見守りを行う専

門スタッフの配置により、放課後のこどもの居場所づくりを支援しているので、同事

業の活用も検討されたいこと。 

≪別紙≫学校施設の一時的な利用に係る関係部署間の確認事項（例） 

≪別添≫参考資料 

別添１ 厚生労働省令和４年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「放課後児童ク

ラブの待機児童対策に関する調査研究」（概要・量の整備の課題）

別添２ 参考事例  ※通知本文の記載順に掲載

・学校施設の一時利用（タイムシェア）による放課後児童クラブの実施例

・文教施設における複合化の事例

・総合教育会議を活用した放課後児童対策の検討
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・放課後児童クラブ関係者も含めた地域と学校の連携・協働体制を構築して

いる事例 

別添３ 関連事業  ※通知本文の記載順に掲載 

・放課後子ども環境整備事業

・放課後児童クラブ運営支援事業

・子ども・子育て支援施設整備交付金

・地域と学校の連携・協働体制構築事業

・放課後児童クラブ等連携促進実証モデル事業

・放課後居場所緊急対策事業

≪参考≫関連通知等 

・「新・放課後子ども総合プラン」について（平成 30年９月 14日付け 30文科生第 396

号・子発 0914 第１号文部科学省生涯学習政策局長、文部科学省初等中等教育局長、

文部科学省大臣官房文教施設企画部長、厚生労働省子ども家庭局長通知） 

https://manabi-mirai.mext.go.jp/torikumi/shin_houkago_plan_tsuchi.pdf 

・放課後児童クラブの実施における学校施設の管理運営上の取決めについて（令和元年

７月４日付け元教地推第 12号・子子発 0704第１号文部科学省総合教育政策局地域学

習推進課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知） 

https://manabi-mirai.mext.go.jp/upload/R1tuuchi_houkagojidoukurabu.pdf 

https://manabi-mirai.mext.go.jp/upload/R1houkagojidoukurabu_kyouteisyo.doc

x 

・公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等について（令和２年 12 月９日

付け２文科施第 281号文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長通知）

https://www.mext.go.jp/content/1234093_100003148_1.pdf

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について（平成 26

年７月 17日付け 26文科初第 490号文部科学省初等中等教育局長通知）

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfi

le/2017/02/27/1382481_010.pdf

・こども家庭庁ウェブサイト（放課後児童クラブ関連通知等）

https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/houkago-jidou/hourei-tsuuti/
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＜本件連絡先＞ 

【放課後児童クラブ、各補助事業に関すること】 

こども家庭庁成育局成育環境課健全育成係 

 電話：03(6861)0303 

【学校運営協議会、放課後子供教室に関すること】 

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課地域学校協働推進室 

電話：03(5253)4111 内線：2005 

【公立学校施設の整備に係る補助及び活用（財産処分）に関すること】 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課 

電話：03(5253)4111 内線：2464 

【学校施設の複合化（整備に係る補助を除く）に関すること】 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課 

電話：03(5253)4111 内線：4669 

【総合教育会議に関すること】 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課 

電話：03(5253)4111 内線：4678 
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（別紙） 

学校施設の一時的な利用に係る関係部署間の確認事項（例） 

学校施設の一時的な利用（タイムシェア）（以下「一時利用」という。）によって放課後児

童クラブを運営する場合は、福祉部局、教育委員会、学校、運営事業者等（以下「関係部局

等」という。）の間で、以下のような事項について事前に確認を行っておくことが想定され

る。また、必要に応じて、覚書等を交わすことも考えられる。 

１．基本的な考え方 

・学校教育に支障がない限り一時利用に協力すること

・一時利用を進めるにあたって関係部局等が協力すること 等

２．一時利用する施設等 

・一時利用する具体的な施設等の名称（多目的室、家庭科室、校庭、体育館等）

・一時利用する施設等に備え付けられている設備で、利用児童、運営事業者職員が利用

するもの 等

※学校の施設配置図を用いて示すことも考えられる。

３．一時利用する日時 

・２の施設等ごとの利用する日及び時間（学校休業日を含む） 等

４．人数 

  ・同一校内に一時利用と常時利用する施設がある場合、それぞれの放課後児童クラブの

登録児童数と職員体制 

5．一時利用する日程の調整方法 

・事前の調整方法

・利用の優先順位

・授業や学校行事等の急な変更時の対応

・予定していた施設等が利用できない際の対処方法  等 

6．動線 

・利用児童、運営事業者職員等の動線

・運営事業者職員以外の大人（保護者等）の動線  等 

※学校の施設配置図を用いて示すことも考えられる。
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7．管理責任の範囲 

・放課後児童クラブ事業の管理責任の所在

・使用後の原状回復

・施設等の破損への対応

・鍵やセキュリティシステムの取扱い

・防火管理

・一時利用する学校設備に管理上の瑕疵が合った場合の管理責任の所在 等

8．緊急時の対応 

・事件・事故発生時の対応

・地震・台風等の災害発生時の対応

・感染症や食中毒の発生時の対応

・保険や災害共済給付制度の範囲  等 

9．経費の分担 

・一時利用する施設等の維持管理経費（光熱水費等）の分担  等 

10．その他 

・施設等の利用方法

・施設等の利用時のルール（飲食の可否、清掃）

・空調設備の保守点検の分担  等 

11．関係部局等、連絡先 

・日常的な連絡先、対応者

・緊急連絡先、対応者
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放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
待
機
児
童
対
策
に
関
す
る
調
査
研
究

（
調
査
結
果
か
ら
）
量
の
整
備
の
課
題

調
査
概
要

○
実
施
主
体
：
み
ず
ほ
リ
サ
ー
チ
＆
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
株
式
会
社

○
調
査
基
準
日
：
令
和
４
年
５
月
１
日
時
点

○
調
査
対
象
：
全
国
の
市
区
町
村

計
1
,7
4
1
自
治
体

○
有
効
回
答
数
：
89
9件

（
有
効
回
答
率
：
5
1.
6％

）
○

調
査
項
目
：
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
利
用
に
係
る
支
援
・
利
用
決
定
の
方
法
、
待
機
児
童
の
状
況
把
握
及
び
待
機
児
童
へ
の
対
応
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
以
外

の
事
業
等
の
実
施
状
況

他

○
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
支
援
の
単
位
）
を
増
や
す
」

こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
る
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
量

の
整
備
に
当
た
り
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
い
た
と

こ
ろ
、
以
下
の
結
果
で
あ
っ
た
。

・
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
含
め
た
、
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
の
活
動
に
関
わ
る
人
材
の
確
保
」

7
5
.2
％

・
「
実
施
場
所
の
確
保
（
小
学
校
内
等
）
」

7
1.
9
％

・
「
実
施
場
所
の
確
保
（
小
学
校
外
）
」

4
3
.9
％

公 立 公 営

公 立 民 営

民 立 民 営

運 営 形 態 計
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
含
め
た
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
活
動
に
関
わ
る
人
材
の
確
保

81
12
4

40
20
9

86
.2

70
.9

44
.9

75
.2

運
営
団
体
の
確
保
/誘
致

-
31

28
52

-
17
.7

31
.5

18
.7

実
施
場
所
の
確
保
（
小
学
校
内
等
）

71
13
9

21
20
0

75
.5

79
.4

23
.6

71
.9

実
施
場
所
の
確
保
（
小
学
校
外
）

30
82

38
12
2

31
.9

46
.9

42
.7

43
.9

財
源
(運
営
費
/委
託
費
/補
助
金
等
)確
保

25
60

27
87

26
.6

34
.3

30
.3

31
.3

そ
の
他

1
1

1
2

1.
1

0.
6

1.
1

0.
7

特
に
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い

1
10

10
14

1.
1

5.
7

11
.2

5.
0

無
回
答

0
2

2
1

0.
0

1.
1

2.
2

0.
4

全
体

94
17
5

89
27
8

10
0.
0

10
0.
0

10
0.
0

10
0.
0

厚
生
労
働
省
・
令
和
４
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業

別添１
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学
校

施
設

の
一

時
利

用
（

タ
イ

ム
シ

ェア
）

に
よ

る
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
の

実
施

例
※
厚
生
労
働
省
令
和
３
年
度
子
ども
・子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
「放
課
後
児
童
クラ
ブと
放
課
後
子
供
教
室
の
一
体
型
実
施
に
お
け
る
連
携
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
」及
び
各
自
治
体
の
担
当
か
らの
電
話
ヒア
リン
グ
等
をも
とに
、文
部
科
学
省
作
成

東
京

都
目

黒
区

放
課

後
の

時
間

帯
の

特
別

教
室

を
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
とし

て
一

時
利

用

東
京

都
練

馬
区

放
課

後
の

活
動

で
使

用
す

る
範

囲
を

明
確

に
示

す
こと

で
、

施
設

利
用

に
関

す
る

小
学

校
の

理
解

を
促

進
学
校
施
設
の
活
用
に
あ
た
って
責
任
体
制
の
明
確
化
を図
る
た
め
、「
ね
りっ
こク
ラブ
」（
一
体
型
の
放
課

後
児
童
クラ
ブ・
放
課
後
子
ども
教
室
）
を実
施
す
る
に
あ
た
り、

教
育

委
員

会
と各

小
学

校
長

との
間

で
、学

校
施

設
の

使
用

に
関

す
る

協
定

を
締

結
。

協
定
書
で
は
、基
本
的
合
意
事
項
とし
て
、「
教
育
委
員
会
は
、小
学
校
の
学
校
教
育
に
支
障
が
生
じな

い
よう
配
慮
の
上
、事
業
を実
施
す
る
も
の
とす
る
／
小
学
校
は
、学
校
教
育
に
支
障
が
な
い
限
り、
教
育

委
員
会
が
実
施
す
る
事
業
に
協
力
す
る
も
の
とす
る
」と
した
うえ
で
、学
校
施
設
・設
備
の
使
用
と使
用
時

間
、管
理
責
任
、緊
急
時
の
対
応
、学
校
教
育
に
支
障
が
生
じる
場
合
の
対
応
を明
記
しル
ー
ル
化
。

協
定
書
で
は
、放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
が

放
課

後
に

使
用

す
る

ス
ペ

ー
ス

や
、子

供
の

動
線

を
図

示
して

明
確

に
す

る
工

夫
が
行
わ
れ
て
い
る
。

〔協
定

書
に

お
け

る
図

の
イ

メ
ー

ジ
〕

ね
りっ
こク
ラブ
で
恒
常
的
に
使
用
す
る
設
備

ね
りっ
こ学
童
クラ
ブ
で
恒
常
的
に
使
用
す
る
設
備

ね
りっ
こク
ラブ
で
日
に
よ
って
使
用
す
る
設
備

ね
りっ
こク
ラブ
児
童
の
動
線

職
員
が
付
き
添
って
移
動
す
る
動
線

仕
切
り

※
練
馬
区
提
供
資
料
を参
考
に
文
部
科
学
省
に
お
い
て
作
成
。図
面
は
架
空
の
も
の
。

家
庭
科
室

視
聴
覚
室

ひ
ろ
ば
室

学
童

クラ
ブ

ト イ レ( 女)

ト イ レ( 男)

昇
降
口

普
通
教
室

多
目
的
室

屋 内 運 動 場

廊
下

※
ラン
チ
ル
ー
ム
の
タイ
ム
シ
ェア
の
事
例

可
動
式
の
ラ
ン
ド
セ
ル
ロ
ッ
カ
ー

ロ
ー
ル
畳

折
脚
テ
ー
ブ
ル

放
課
後
の
時
間
帯
の

特
別

教
室

（
家

庭
科

室
等

）
を

活
用

して
、タ

イ
ム

シ
ェア

型
の

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

を
開

設
。

事
務
室
に
つ
い
て
は
、準
備
室
な
どを
活
用
して
放
課
後
児
童

クラ
ブの
専
用
区
画
とし
て
利
用
。専
用
区
画
を確
保
す
る
た
め

に
、校
舎
外
に
物
置
を設
置
し学
校
の
物
品
を移
動
す
る
な
ど

して
確
保
。

放
課
後
児
童
クラ
ブで
使
用
す
る
備
品
等
は
、専
用
区
画
か
ら

ワゴ
ン等
で
運
搬
。

児
童
の
ラン
ドセ
ル
置
き場
は
可
動
式
の
ロッ
カー
を用
意
。

学
校
、教
育
委
員
会
、子
育
て
支
援
部
に
お
い
て
、あ

らか
じ

め
学

校
施

設
を

利
用

す
る

に
あ

た
って

の
確

認
事

項
（

利
用

日
程

の
確

認
方

法
や

、利
用

の
ル

ー
ル

等
）

を
協

議
し、

確
認

文
書

を
作

成
。

別添２
参
考
事
例
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埼
玉
県
吉
川
市
立
美
南
小
学
校

（
老
人
福
祉
施
設
、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
複
合
施
設
）

施
設
整
備
の
背
景

＊
美
南
小
学
校
が
立
地
す
る
美
南
地
区
は
、
新
興
住
宅
地
で
あ
り
、

人
口
が
急
増
し
て
い
る
。
学
校
を
は
じ
め
既
存
の
公
共
施
設
が

な
い
た
め
、
よ
り
広
範
囲
の
地
域
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
学
校
と

そ
の
他
の
公
共
施
設
と
の
複
合
施
設
と
し
て
整
備
し
た
。

○
管
理
・
運
営
の
体
制

○
公
共
施
設
の
整
備

・
新
興
住
宅
地
に
お
け
る
学
校
施
設
の
整
備
を
、
そ
の
他
の
公
共
施
設

の
整
備
と
併
せ
て
実
施

・
地
域
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
小
学
校
を
中
心
に
、
乳
幼
児
か
ら
高
齢

者
ま
で
、
様
々
な
年
代
が
利
用
す
る
施
設
を
複
合
化

・
小
学
校
の
特
別
教
室
や
体
育
館
を
地
域
開
放
す
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
整
備

・
新
興
住
宅
地
に
お
け
る
学
校
施
設
の
整
備
を
、
そ
の
他
の
公
共
施
設

と
併
せ
て
行
い
、
多
世
代
が
集
う
地
域
の
交
流
施
設
と
し
た

・
各
公
共
施
設
を
単
体
で
整
備
す
る
よ
り
も
、
財
政
的
な
負
担
が
軽
減

学
校
施
設
の
複
合
化
の
例

■
学
校
規
模
／
17
学
級
52
7名

（
特
別
支
援
学
級
／
2学
級
（
5名
）
）

■
複
合
施
設
（
床
面
積
）
／

小
学
校

（
8
,1
3
4㎡
）

公
民
館

（
29
9㎡
）

高
齢
者
ふ
れ
あ
い
広
場
（

18
2㎡
）

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
（

10
5㎡
）

学
童
保
育
室

（
35
8㎡
）

■
整
備
時
期
／
平
成
24
年

■
構
造
／
RC
造
地
上
３
階

学
校
の
特
別
教
室
と
公
民
館
の
間
に
設
け
ら
れ
た
学
校
と
地
域
が
共
有
す
る
中
庭

小
学
校

公
民
館
・
高
齢
者
施
設
な
ど

児
童

地
域

地
域

児
童

老
人
福
祉
施
設

小
学
校

学
童

公
民
館

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

施
設

所
管

管
理
・
運
営

小
学
校

教
育
委
員
会

教
育
委
員
会

公
民
館

教
育
委
員
会

教
育
委
員
会

老
人
福
祉
施
設

市
長
部
局

社
会
福
祉
協
議
会

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

市
長
部
局

N
P
O
法
人

学
童
保
育

市
長
部
局

市
長
部
局

○
施
設
の
配
置
・
動
線

・
地
域
の
利
用
者
が
利
用
す
る
各
施
設
や
学
校
開
放
に
も
使
用
す
る
特
別
教
室
は
１
階
に
配
置
し
、
普
通
教
室
や

職
員
室
な
ど
の
諸
室
は
２
階
以
上
に
配
置
す
る
こ
と
で
管
理
を
し
や
す
く
し
て
い
る
。

・
１
階
の
中
庭
は
学
校
と
地
域
の
利
用
者
が
自
然
に
交
流
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
設
置
し
て
い
る
。

地
域
利
用
者
の
一
般
出
入
口
に
は
受
付
を

設
け
て
い
る

文
教

施
設

に
お

け
る

複
合

化
の

事
例
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総
合

教
育

会
議

を
活

用
した

放
課

後
児

童
対

策
の

検
討

大
阪

府
池

田
市

令
和
３
年
度
に
、市
長
か
ら、
教
育
長
に
対
して
、待
機
児
童
を生
じさ
せ
る
こと
の

な
い
よう
受
け
皿
を確
保
す
べ
く、
学
校
施
設
の
積
極
的
活
用
に
関
す
る
要
請
。総

合
教
育
会
議
に
お
い
て
も
、議
題
とし
て
協
議
。

これ
を受
け
、教
育
委
員
会
とし
て
、放
課
後
児
童
クラ
ブに
対
す
る
小
学
校
の
部
屋

の
提
供
を協
議
・検
討
。

令
和
４
年
度
の
総
合
教
育
会
議
に
お
い
て
、教
育
委
員
会
か
ら、
4校
で
の
部
屋
の

追
加
提
供
の
ほ
か
、追
加
提
供
が
で
きな
か
った
小
学
校
に
つ
い
て
は
、特
別
教
室
を

午
後
か
ら活
用
可
能
とす
る
調
整
を行
った
旨
を報
告
。

委
員
か
らは
、「
教
育
委
員
会
は
、4
校
で
部
屋
の
追
加
提
供
を行
うな
どし
て
お
り、

これ
らの
取
組
は
評
価
で
きる
」と
い
った
意
見
や
、「
プレ
ハ
ブの
建
築
や
民
間
の
保

育
施
設
の
活
用
な
ども
考
え
られ
る
」と
い
った
意
見
が
出
され
た
。

総
合

教
育

会
議
：

教
育
に
関
す
る
予
算
の
編
成
・執
行
や
条
例
提
案
な
ど重
要
な
権
限
を
有
して
い
る
地
方
公
共
団
体
の
長
と教
育
委
員
会
が
十
分
な
意
思
疎
通
を

図
り、
地
域
の
教
育
の
課
題
や
あ
る
べ
き
姿
を
共
有
して
、よ
り一
層
民
意
を
反
映
した
教
育
行
政
の
推
進
を
図
る
た
め
、地
方
公
共
団
体
の
長
及
び

教
育
委
員
会
に
よ
り構
成
され
る
。

教
育
を
行
うた
め
の
諸
条
件
の
整
備
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
に
応
じた
教
育
、学
術
及
び
文
化
の
振
興
を
図
る
た
め
重
点
的
に
講
ず
べ
き
施
策
等
に

つ
い
て
協
議
を
行
うこ
とと
な
って
い
る
。

※
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
31
年
法
律
第
16
2号
）
第
１
条
の
４
に
より
設
置

山
形

県
鶴

岡
市

令
和
２
年
度
の
総
合
教
育
会
議
に
お
い
て
、「
地
域
と学
校
の
連
携
に
つ
い
て
」の

テ
ー
マの
も
と、
「放
課
後
対
策
」に
つ
い
て
協
議
。

事
務
局
か
らは
、放
課
後
児
童
クラ
ブの
学
校
施
設
の
活
用
状
況
、放
課
後
児
童

クラ
ブの
空
き教
室
や
特
別
教
室
の
開
放
希
望
調
査
の
結
果
、他
市
の
例
も
参
考

に
した
校
舎
と放
課
後
児
童
クラ
ブ施
設
の
合
築
の
検
討
状
況
な
どを
報
告
。

委
員
か
らは
「先
生
方
の
負
担
に
な
らな
い
よう
な
形
で
、・
・・
学
校
の
施
設
を使
う

とい
うこ
とを
も
っと
積
極
的
に
考
え
て
い
た
だ
きた
い
」「
今
回
の
放
課
後
対
策
に
お
い

て
学
校
の
空
い
て
い
る
とこ
ろ
を使
うと
い
うこ
とに
関
して
は
大
賛
成
で
、是
非
や
って

い
た
だ
きた
い
。し
か
しな
が
ら、
・・
・学
校
の
教
職
員
が
放
課
後
活
動
の
た
め
に
施

設
の
管
理
をし
た
り、
子
ども
た
ち
へ
の
支
援
をし
た
りす
る
とい
う事
は
、働
き方
改

革
の
面
か
らも
避
け
な
くて
は
な
らな
い
の
で
は
な
い
か
・・
・放
課
後
児
童
クラ
ブや
子

ども
教
室
に
学
校
の
余
裕
教
室
な
どを
開
放
す
る
場
合
に
は
、・
・・
管
理
区
分
をち

ゃん
とし
て
か
ら開
放
しな
くて
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
」と
い
った
意
見
が
出
され

た
。

※
「令
和
2年
度
第
2回
鶴
岡
市
総
合
教
育
会
議
議
事
録
」を
も
とに
、文
部
科
学
省
作
成
。

※
「令
和
3年
度
第
1回
池
田
市
総
合
教
育
会
議
議
事
録
」「
令
和
4年
度
第
1回
池
田
市
総
合
教
育
会
議
議
事
録
」を
も
とに
、

文
部
科
学
省
作
成
。

「
教
育
委
員
会
の
現
状
に
関
す
る
調
査
」
（
令
和
３
年
度
間
）
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放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

関
係

者
も

含
め

た
地

域
と学

校
の

連
携

・協
働

体
制

を
構

築
して

い
る

事
例

東
京

都
八

王
子

市

元
木
小
学
校
の
学
校
施
設
外
で
運
営
して
い
る
放
課
後
児
童
クラ
ブ
が
、平
成
30
年
度
に
移
転
す
る
こと
が
決
ま
って
い
た
。

学
校
敷
地
内
専
用
施
設
へ
の
移
転
に
つ
い
て
は
、学
校
運
営
協
議
会
で
も
協
議
が
され
た
が
、そ
の
際
、放
課
後
児
童
クラ
ブ
の
施
設
長
兼
運
営
NP
O
法
人

代
表
が
学
校
運
営
協
議
会
委
員
とな
って
い
た
こと
で
、学
校
運
営
協
議
会
の
重
要
な
議
題
とな
り、
「学
校
教
育
活
動
や
学
校
周
辺
の
近
隣
住
民
の
生
活
に

支
障
を
き
た
さな
い
」と
い
う視
点
で
、市
側
との
緊
密
な
連
携
の
も
と計
画
を
練
り上
げ
、ス
ム
ー
ズ
に
移
転
を
進
め
る
こと
が
で
き
た
。

ま
た
、放
課
後
の
子
供
の
居
場
所
づ
くり
とし
て
、放
課
後
子
供
教
室
が
毎
週
３
回
実
施
され
て
い
る
。運
営
組
織
は
地
域
住
民
有
志
か
ら成
る
推
進
委
員
会

だ
が
、こ
れ
を
立
ち
上
げ
推
進
委
員
会
会
長
を
務
め
て
い
る
の
も
学
校
運
営
協
議
会
の
一
員
で
あ
る
。（
放
課
後
児
童
クラ
ブ
施
設
長
とは
別
の
委
員
）
それ
ぞ

れ
か
らの
報
告
が
学
校
運
営
協
議
会
で
な
され
、全
委
員
が
情
報
を
共
有
で
き
る
た
め
、放
課
後
児
童
クラ
ブ
と放
課
後
子
供
教
室
との
運
営
主
体
が
よ
り明
確

に
な
り、
必
要
に
応
じて
の
連
携
も
しや
す
くな
った
。

学
校
運
営
協
議
会
で
、放
課
後
児
童
クラ
ブ
の
関
係
者
か
ら子
供
た
ち
の
活
動
の
様
子
を
共
有
い
た
だ
くこ
とで
、地
域
と学
校
が
全
体
とし
て
子
供
た
ち
の
様
子

が
把
握
で
き
る
とと
も
に
、放
課
後
児
童
クラ
ブ
の
関
係
者
に
とっ
て
も
学
校
の
活
動
を
知
る
機
会
とな
り、
お
互
い
の
理
解
が
進
む
こと
で
普
段
か
ら連
携
が
しや
す
く

な
った
。

市
内

の
約

17
の

小
学

校
に

お
い

て
、学

区
内

の
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
関

係
者

が
学

校
運

営
協

議
会

委
員

とな
り、

地
域

関
係

者
の

一
員

とし
て

学
校

運
営

に
参

画
して

い
る

。

八
王

子
市

立
元

木
小

学
校

の
例

※
八

王
子

市
は

全
て

の
公

立
小

学
校

に
学

校
運

営
協

議
会

が
設

置
さ

れ
て

い
る

。
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３
実
施
主
体
等

○
対

象
事

業
（
１
）
放
課
後
児
童
クラ
ブ
設
置
促
進
事
業

①
放
課
後
児
童
クラ
ブ
を
新
た
に
開
所
す
る
た
め
に
必
要
とな
る
小
学
校
の
余
裕
教
室
、民
家
・ア
パ
ー
トな
ど既
存
施
設
の
改
修
を
行
った
上
、必
要
に
応
じ設
備
の
整
備
・修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う

事
業
並
び
に
開
所
準
備
に
必
要
な
経
費
を
支
弁
す
る
事
業
。

②
既
存
の
放
課
後
児
童
クラ
ブ
を
実
施
して
い
る
場
合
に
お
い
て
、高
学
年
の
児
童
の
受
入
れ
等
に
よ
る
児
童
の
数
の
増
加
又
は
防
災
（
耐
震
化
等
を
含
む
。）
、防
犯
対
策
の
実
施
に
伴
い
、必
要

とな
る
小
学
校
の
余
裕
教
室
、民
家
・ア
パ
ー
トな
ど既
存
施
設
の
改
修
を
行
った
上
、必
要
に
応
じ設
備
の
整
備
・修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う事
業
。

③
①
の
事
業
を
実
施
す
る
際
に
、放
課
後
子
供
教
室
と一
体
的
に
実
施
す
る
場
合
に
必
要
とな
る
小
学
校
の
余
裕
教
室
の
改
修
（
耐
震
化
等
の
防
災
対
策
や
防
犯
対
策
を
含
む
。）
を
行
った
上
で
、

必
要
に
応
じ設
備
の
整
備
・修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う事
業
。

（
２
）
放
課
後
児
童
クラ
ブ
環
境
改
善
事
業

①
放
課
後
児
童
クラ
ブ
を
新
た
に
実
施
す
る
場
合
等
に
必
要
な
設
備
の
整
備
・修
繕
及
び
備
品
の
購
入
、設
備
の
更
新
等
又
は
防
災
、防
犯
対
策
の
実
施
に
必
要
な
設
備
の
整
備
及
び
備
品
の
購

入
等
を行
う事
業
。

②
幼
稚
園
、認
定
こど
も
園
等
に
お
い
て
放
課
後
児
童
クラ
ブ
を
新
た
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
整
備
・修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う事
業
。

（
３
）
放
課
後
児
童
クラ
ブ
障
害
児
受
入
促
進
事
業

既
存
の
放
課
後
児
童
クラ
ブ
に
お
い
て
、障
害
児
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
改
修
、設
備
の
整
備
・修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う事
業
。

（
４
）
倉
庫
設
備
整
備
事
業

放
課
後
児
童
クラ
ブを
新
た
に
小
学
校
の
余
裕
教
室
等
に
お
い
て
実
施
す
る
た
め
、教
材
等
の
保
管
場
所
とし
て
使
用
され
て
い
る
余
裕
教
室
等
に
代
わ
る
保
管
場
所
の
確
保
に
必
要
な
倉
庫
設
備
の
整
備

を行
う事
業

○
補

助
基

準
額

（
１

事
業

所
あ

た
り年

額
）

（
１
）
12
,0
00
,0
00
～
13
,0
00
,0
00
円
（
条
件
に
より
異
な
る
）

（
２
）
①
1,
00
0,
00
0～
2,
00
0,
00
0円
（
条
件
に
より
異
な
る
）

②
5,
00
0,
00
0円

（
３
）
1,
00
0,
00
0円

（
４
）
3,
00
0,
00
0円

２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

（
主
な
も
の
）

○
放
課
後
児
童
クラ
ブ
を
実
施
す
る
た
め
、既
存
の
小
学
校
の
余
裕
教
室
等
の
改
修
や
必
要
な
設
備
の
整
備
な
どの
環
境
整
備
を
行
うこ
とに
よ
り、
放
課
後
児
童
クラ
ブ
の
設
置
促
進
等
を
図
る
。

１
事
業
の
目
的

放
課
後
子
ど
も
環
境
整
備
事
業
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
）

◆
実
施
主
体
：
市
町
村
（
市
町
村
が
適
切
と認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
うこ
とが
で
き
る
）

◆
補
助
率
：
国
１
／
３
、都
道
府
県
１
／
３
、市
町
村
１
／
３

5

令
和
５
年
度
予
算
：
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金

1
,0
4
6
億
円
の
内
数
（
9
8
1
億
円
の
内
数
） 別添３
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３
実
施
主
体
等

○
対

象
事

業
（
１
）
賃
借
料
補
助

①
学
校
敷
地
外
の
民
家
・ア
パ
ー
ト等
を
活
用
して
、平
成
27
年
度
以
降
に
新
た
に
実
施
した
、又
は
実
施
す
る
場
合
に
必
要
な
賃
借
料
（
開
所
前
月
分
の
賃
借
料
及
び
礼
金
含
む
。）
を
支
弁

す
る
事
業
。た
だ
し、
所
有
権
移
転
の
条
項
が
附
され
て
い
る
賃
貸
借
契
約
（
い
わ
ゆ
る
リー
ス
契
約
）
に
係
る
費
用
は
対
象
とな
らな
い
。

②
学

校
敷

地
内

又
は

公
有

地
に

お
い

て
、プ

レ
ハ

ブ
を

設
置

し
、放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
費

用
（

リー
ス

代
）

を
支

弁
す

る
。【

拡
充

】
（
２
）
移
転
関
連
費
用
補
助

学
校
敷
地
外
の
民
家
・ア
パ
ー
ト等
を
活
用
して
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
して
お
り、
児
童
の
数
の
増
加
に
伴
い
、よ
り広
い
実
施
場
所
に
移
転
す
る
こと
で
受
入
児
童
数
を
増

や
す
場
合
や
、防
災
対
策
とし
て
よ
り耐
震
性
の
高
い
建
物
に
移
転
す
る
等
の
場
合
に
、そ
の
移
転
に
係
る
経
費
（
移
転
前
の
実
施
場
所
に
係
る
現
状
回
復
費
を
含
む
。）
を
支
弁
す
る
事
業
。

（
３
）
土
地
借
料
補
助

学
校
敷
地
外
の
土
地
を
活
用
して
、放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
際
に
必
要
な
土
地
借
料
を
支
弁
す
る
事
業
。

○
対

象
事

業
の

制
限

（
１
）
本
事
業
を
実
施
しよ
うと
す
る
場
合
は
、以
下
の
要
件
を
満
た
す
こと
。

ア
当
該
市
町
村
に
お
い
て
待
機
児
童
が
既
に
存
在
して
い
る
、又
は
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
しな
け
れ
ば
、待
機
児
童
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
状
況

（
学

校
の

余
裕

教
室

等
が

使
用

で
き

な
くな

る
場

合
も

含
む

。）
に
あ
る
こと
。【

拡
充

】
イ
賃
借
料
補
助

①
に
つ
い
て
は
、平
成
27
年
度
以
降
に
新
た
に
実
施
した
、又
は
実
施
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
で
あ
る
こと
。

ウ
市
町
村
行
動
計
画
へ
の
放
課
後
児
童
クラ
ブ
及
び
放
課
後
子
供
教
室
の
一
体
型
目
標
事
業
量
等
の
記
載
が
あ
る
こと
。

（
２
）
他
の
国
庫
補
助
を
受
け
る
場
合
は
、本
事
業
の
対
象
とな
らな
い
。

（
３
）
賃
借
料
補
助
に
つ
い
て
は
、既
に
民
家
・ア
パ
ー
ト等
を
活
用
して
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
して
い
る
場
合
の
賃
借
料
に
つ
い
て
は
、本
事
業
の
対
象
とな
らな
い
。た
だ
し、
児

童
の
数
の
増
加
に
伴
い
、実
施
場
所
を
移
転
し、
支
援
の
単
位
を
分
け
て
対
応
す
る
た
め
の
賃
借
な
ど、
新
た
な
受
け
皿
の
確
保
を
図
る
も
の
に
つ
い
て
は
、本
事
業
の
対
象
とす
る
。

（
４

）
賃

借
料

補
助

の
うち

、リ
ー

ス
代

へ
の

補
助

に
当

た
って

は
、以

下
の

要
件

を
満

た
す

こと
。【

拡
充

】
ア

都
市

開
発

や
学

校
の

余
裕

教
室

が
使

用
で

き
な

くな
る

場
合

等
の

突
発

的
な

事
情

に
よ

り、
緊

急
的

に
整

備
が

必
要

で
あ

る
こと

。
イ

「子
ども

・子
育

て
支

援
整

備
交

付
金

」に
よ

る
受

け
皿

整
備

よ
りも

、早
期

に
待

機
児

童
の

解
消

が
見

込
め

る
こと

。
（
５
）
土
地
借
料
に
つ
い
て
は
、放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
が
市
町
村
、社
会
福
祉
法
人
、学
校
法
人
、公
益
(一
般
)社
団
法
人
、公
益
(一
般
)財
団
法
人
及
び
その
他
児
童
福
祉
法

第
34
条
の
８
第
２
項
に
基
づ
き
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
が
認
め
た
法
人
の
場
合
は
、本
事
業
の
対
象
とな
らな
い
。ま
た
、事
業
実
施
年
度
の
初
年
度
に
限
り本
事
業
の
対
象
とす
る
。た

だ
し、
児
童
の
数
の
増
加
に
伴
い
、実
施
場
所
を
移
転
し、
支
援
の
単
位
を
増
や
す
た
め
の
土
地
の
賃
借
な
ど、
新
た
な
受
け
皿
の
確
保
を
図
る
も
の
に
つ
い
て
は
、本
事
業
の
対
象
とす
る
。

２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

○
待
機
児
童
が
生
じて
い
る
又
は
生
じる
見
込
み
の
あ
る
市
町
村
に
お
い
て
、学
校
敷
地
外
の
民
家
・ア
パ
ー
ト等
を
活
用
して
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

賃
借
料
の
補
助
を
行
う。

１
事
業
の
目
的

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
支
援
事
業
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
）

◆
実
施
主
体
：
市
町
村
（
待
機
児
童
が
生
じて
い
る
又
は
生
じる
見
込
み
の
あ
る
市
町
村
）

◆
補
助
率
：
国
１
／
３
、都
道
府
県
１
／
３
、市
町
村
１
／
３

◆
補
助
基
準
額

（
１
支
援
の
単
位
当
た
り）

：
3,
06
6千
円

令
和
５
年
度
予
算
：
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金

1
,0
4
6
億
円
の
内
数
（
9
8
1
億
円
の
内
数
）
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子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
整
備
交
付
金

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
整
備
交
付
金

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
き
、
市
町
村
が
策
定
す
る
「
市
町
村
子
ど
も
・子
育
て
支
援
事
業
計
画
」
に
従
い
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
及
び
病
児
保
育
事
業
を
実
施
す
る
た

め
の
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
対
策
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
病
児
保
育
事
業
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

「市
町
村
子
ど
も
・子
育
て
支
援
事
業
計
画
」に
従
い
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
及
び
病
児
保
育
施
設
の
整
備
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
。

（
１
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
整
備
費

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
お
け
る
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
及
び
「新
・放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
整
備
す
る

た
め
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
。

（２
）
病
児
保
育
施
設
整
備
費

病
児
保
育
施
設
を
整
備
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
。

【
実
施
主
体
】

市
町
村

【
補
助
対
象
事
業
者
】

市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
、
学
校
法
人
、
市
町
村
が
認
め
た
者
等

【
補
助
率
】

市
町
村

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
・病
児
保
育
施
設

補
助
金
の
交
付

国
都
道
府
県

国
都
道
府
県

市
町
村

社
福
法
人
等

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
整
備
費

市
町
村
が
整
備
を
行
う
場
合

１
/
３

（
２
/
３
）

１
/
３

（
１
/
６
）

１
/
３

（
１
/
６
）

ー

市
町
村
が
社
会
福
祉
法
人
等
が
行
う

施
設
整
備
に
対
し
て
補
助
を
行
う
場
合

２
/
９

（
１
/
２
）

２
/
９

（
１
/
８
）

２
/
９

（
１
/
８
）

１
/
３

（
１
/
４
）

病
児
保
育
施
設
整
備
費

市
町
村
が
整
備
を
行
う
場
合

１
/
３

１
/
３

１
/
３

ー

市
町
村
が
社
会
福
祉
法
人
等
が
行
う

施
設
整
備
に
対
し
て
補
助
を
行
う
場
合

３
/
1
0

３
/
1
0

３
/
1
0

１
/
1
0

都
道
府
県
負
担
分
の
交
付

国
負
担
分
の
交
付

【
令
和
５
年
度
補
助
基
準
額
（創
設
の
場
合
）
】

•
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
整
備
費

単
独
設
置
の
場
合
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・

3
1
,2
9
8
千
円

放
課
後
子
供
教
室
と
一
体
的
に
実
施
等
し
た
場
合
・・

6
2
,5
9
6
千
円

•
病
児
保
育
施
設
整
備
費
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・

4
2
,5
0
9
千
円

括
弧
書
き
は
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
や
保
育
所
等
の
待
機
児
童
が
発
生
し
て
い
る
場
合
等
に
お
け
る
嵩
上
げ
後
の
補
助
率

１
．
施
策
の
目
的

２
．
施
策
の
内
容

３
．
実
施
主
体
等

≪
令
和
５
年
度
に
お
け
る
主
な
充
実
の
内
容
≫

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
待
機
児
童
の
解
消
を
目
指
し
て
い
く
た
め
、
国
庫
補
助
率
の
嵩
上
げ
（
公
立
の
場
合
：国
１
／
３
→
２
／
３
）を
継
続
す
る
。

令
和
５
年
度
予
算

1
7
2億

円
（
1
06
億
円
）
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地
域

と学
校

の
連

携
・協

働
体

制
構

築
事

業
～

コミ
ュニ

テ
ィ・

ス
ク

ー
ル

と地
域

学
校

協
働

活
動

の
一

体
的

推
進

～

背
景 ・ 課
題 事

業
内

容

令
和
5年
度
予
算
額

7,
06
6百
万
円

（
前
年
度
予
算
額

6,
85
9百
万
円
）

➤
予
測
困
難
な
これ
か
らの
社
会
に
お
い
て
は
、学

校
・家

庭
・地

域
が

連
携

・協
働
し、

社
会

全
体

で
学

校
や

子
供

た
ち

の
成

長
を

支
え

る
こと

が
重

要
➤
コミ
ュニ
テ
ィ・
ス
クー
ル
は
、学
校
や
子
供
た
ち
の
課
題
の
解
決
に
向
け
て
、保

護
者

や
地

域
住

民
等

が
一

定
の

権
限

と責
任

を
持

つ
「当

事
者

」と
し

て
学

校
運

営
に

参
画
す
る
学
校
運
営
協
議
会
を
置
く学
校
（
Ｒ
４
時
点
：
15
,2
21
校
)

➤
社
会
教
育
活
動
で
あ
る

地
域

学
校

協
働

活
動

と密
接

に
つ

な
が

る
こと
で
、社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
の
実
現
、い
じめ
・不
登
校
、学
校
に
お
け
る

働
き
方
改
革
、福
祉
・ま
ち
づ
くり
・地
域
防
災
な
どの
課
題
に
も
効
果
的
な
対
応
が
可
能
とな
る
た
め
、全

て
の

学
校

で
コミ

ュニ
テ

ィ・
ス

ク
ー

ル
と地

域
学

校
協

働
活

動
を

一
体

的
に

推
進
す
る
こと
が
必
要

第
２
章
新
しい
資
本
主
義
に
向
け
た
改
革

２
．
社
会
課
題
の
解
決
に
向
け
た
取
組

（
２
）
包
摂
社
会
の
実
現
（
共
生
社
会
づ
くり
）

地
域

と学
校

が
連

携
した

コミ
ュニ

テ
ィ・

ス
ク

ー
ル

の
導

入
を

加
速

す
る
とと
も
に
、…
（
略
）

経
済

財
政

運
営

と改
革

の
基

本
方

針
20

22
（
令
和
4年
6月
7日
閣
議
決
定
）

【具
体

的
な

取
組

】

対
象

(交
付
先
)
：
都
道
府
県
・政
令
市
・中
核
市

要
件
：
①
コミ
ュニ
テ
ィ・
ス
クー
ル
の
導
入
又
は
導
入
計
画
が
あ
る
こと

②
地
域
学
校
協
働
活
動
推
進
員
を
配
置
して
い
る
こと

補
助
率

等
：
国
1/
3、
都
道
府
県
1/
3、
市
町
村
1/
3

（
10
,0
00
か
所
×
約
67
万
円
（
国
庫
補
助
）
）

支
援

内
容
：
地
域
学
校
協
働
活
動
推
進
員
や
地
域
ボ
ラン
テ
ィア
等
に

係
る
諸
謝
金
、活
動
に
必
要
な
消
耗
品
費
等

【事
業

の
概

要
】

コミ
ュニ

テ
ィ・

ス
ク

ー
ル

と地
域

学
校

協
働

活
動

を
一

体
的

に
推

進
す

る
自

治
体

の
取

組
に

対
す

る
財

政
支

援
（
自
治
体
向
け
補
助
事
業
）

➤
地

域
学

校
協

働
活

動
推

進
員

の
配

置
○
10
,0
00
か
所
（
30
,0
00
人
）

※
課
題
に
対
す
る
効
果
的
な
取
組
等
を
評
価
し、

推
進
員
の
追
加
配
置
や
常
駐
化
を
可
能
とす
る
。

➤
地

域
学

校
協

働
活

動
の

実
施

①
学

校
の

働
き

方
改

革
に
資
す
る
取
組

②
学

習
支

援
や

体
験

・交
流
活
動

→
特
に
、子

供
を

取
り巻

く課
題

に
対

応
す

る
た

め
の

活
動

を
充

実

➤
教

育
委

員
会

の
伴

走
支

援
体

制
の

強
化

○
CS

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
配

置
（
都
道
府
県
等
）

○
研
修
の
充
実

①
地
域
学
校
協
働
本
部
が
カバ
ー
して
い
る
公
立
学
校
の
数

②
コミ
ュニ
テ
ィ・
ス
クー
ル
や
地
域
学
校
協
働
活
動
に
参
画
した
地
域
住
民
等
の
人
数

③
コ ミ
ュニ
テ
ィ・
ス
クー
ル
を
導
入
して
い
る
公
立
学
校
の
数

④
各
自
治
体
が
子
供
を
め
ぐる
課
題
に
応
じた
目
標
を
設
定
し、
その
目
標
を
達
成
した
自
治
体
の
割
合

⑤
学
校
に
対
す
る
地
域
や
保
護
者
の
理
解
が
深
ま
った
と認
識
して
い
る
学
校
の
割
合

⑥
地
域
の
子
供
の
成
長
に
貢
献
して
い
る
実
感
が
あ
る
住
民
の
割
合

測
定

指
標

（
K 

P 
I 

）

⑥
学
校
・家
庭
・地
域
が
連
携
・

協
働
して
、自
立
的
・継
続

的
に
地
域
課
題
の
解
決
が

図
られ
る

初
期
ア
ウト
カム
（
成
果
目
標
）

最
終
ア
ウト
カム

（
成
果
目
標
）

中
期
ア
ウト
カム

（
成
果
目
標
）

地
域
学
校
協
働
活
動
を
実

施
す
る
自
治
体
の
増
加

地
域
学
校
協
働
活
動
推
進

員
等
の
数
の
増
加

ア
ウト
プ
ット
（
活
動
目
標
）

コミ
ュニ
テ
ィ・
ス
クー
ル
の
導
入

や
質
の
向
上
に
関
す
る
研
修

会
の
実
施
や
ア
ドバ
イザ
ー
を

派
遣
す
る
自
治
体
の
増
加

①
多
様
な
主
体
が
参
画
し、
様
々
な
地
域
学

校
協
働
活
動
を
継
続
的
に
実
施
す
る
体
制

が
あ
る
地
域
が
増
加

②
コミ
ュニ
テ
ィ・
ス
クー
ル
や
地
域
学
校
協
働
活

動
に
参
画
す
る
地
域
住
民
等
が
増
加

③
地
域
住
民
と課
題
を
共
有
し、
解
決
に
向
け

た
協
議
を
行
う体
制
が
あ
る
学
校
が
増
加

※
④

子
供

を
取

り巻
く課

題
の

類
型

例
・学

校
運

営
上

の
課

題
（

教
育

課
程

へ
の

対
応

、児
童

生
徒

の
問

題
行

動
な

ど）
・学

校
と地

域
の

課
題

（
地

域
防

犯
・防

災
、青

少
年

の
健

全
育

成
な

ど）
・学

校
と家

庭
の

課
題

（
子

供
の

貧
困

、学
校

外
で

の
学

習
習

慣
の

定
着

な
ど）

④
子
供
を
取
り巻
く課
題
が

改
善
した
地
域
が
増
加

⑤
地
域
との
信
頼
関
係
が

向
上
した
学
校
が
増
加

イ
ン

パ
ク

ト
（

目
指

す
姿

）

地
域
全
体
で
子
供
た
ち
の
成

長
を
支
え
る
社
会
を
実
現
さ

せ
る
こと
で
、学
校
を
核
とし
た

地
域
の
活
性
化
に
寄
与
。

▶
各

自
治

体
は

、課
題

に
応

じた
目

標
を

設
定

し、
事

業
年

度
ご

とに
取

組
の

成
果

分
析

を
実

施
。

▶
国

は
、各

自
治

体
の

成
果

を
取

りま
とめ

、事
業

年
度

ご
とに

事
業

全
体

の
成

果
分

析
を

実
施

。併
せ

て
、全

国
の

好
事

例
及

び
課

題
の

あ
る

事
例

の
共

有
を

通
して

、各
自

治
体

の
事

業
の

改
善

に
繋

げ
る

。

事
業

の
ロ

ジ
ック

モ
デ

ル
（

令
和

4年
度

秋
の

年
次

公
開

検
証

(秋
の

レ
ビュ

ー
)よ

り）
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３
実
施
主
体
等

（
１

）
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
と放

課
後

子
供

教
室

関
係

者
に

よ
る

協
議

の
場

の
設

置
ア
放
課
後
児
童
クラ
ブ
と放
課
後
子
供
教
室
の
連
携
又
は
一
体
的
な
実
施
に
当
た
って
、子
ども
が
安
心
・安
全
に
多
様
な
体
験
・活
動
が
で
き
る
放
課
後
の
居
場
所
づ
くり
に

向
け
た
協
議
を
行
う場
（
以
下
「関
係
者
協
議
会
」と
い
う。
）
を
設
け
、市
町
村
の
放
課
後
児
童
クラ
ブ
担
当
部
署
や
学
校
・教
育
委
員
会
等
の
関
係
者
を
集
め
、学
校

施
設
の
利
用
促
進
の
観
点
（
学
校
施
設
の
管
理
運
営
の
責
任
所
在
や
利
用
の
時
間
帯
な
ど）
も
含
め
、両
事
業
を
連
携
又
は
一
体
的
に
実
施
す
る
上
で
の
課
題
を
整
理

し、
具
体
的
な
対
応
策
を
検
討
す
る
。

イ
関
係
者
協
議
会
に
は
、市
町
村
の
放
課
後
児
童
クラ
ブ
担
当
部
署
、放
課
後
児
童
クラ
ブ
職
員
、学
校
・教
育
委
員
会
関
係
者
や
放
課
後
子
供
教
室
関
係
者
な
ど両
事

業
の
関
係
者
が
参
画
す
る
とと
も
に
、放
課
後
児
童
クラ
ブ等
を
利
用
して
い
る
子
ども
な
どの
意
見
を反
映
させ
る
仕
組
み
を
設
け
る
。

ウ
関
係
者
協
議
会
は
定
期
的
に
開
催
し、
協
議
会
に
参
画
す
る
者
・開
催
回
数
・利
用
者
か
らの
意
見
聴
取
方
法
等
を
定
め
た
「協
議
実
施
計
画
」を
あ
らか
じめ
策
定
す
る
。

（
２

）
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
と放

課
後

子
供

教
室

の
連

携
又

は
一

体
的

実
施

に
向

け
た

効
果

的
な

実
施

方
法

等
の

検
証

ア
関
係
者
協
議
会
に
お
い
て
議
論
され
た
課
題
や
対
応
策
に
つ
い
て
、事
業
の
準
備
か
ら実
施
ま
で
の
実
際
の
運
用
を
通
して
把
握
した
効
果
や
新
た
な
課
題
を
整
理
し、
よ
り

実
践
的
・効
果
的
な
実
施
方
法
等
の
検
証
を
行
う。

イ
検
証
に
当
た
って
は
、関
係
者
協
議
会
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
とし
、実
際
の
運
用
期
間
中
及
び
運
用
終
了
後
に
お
い
て
検
証
を
行
うも
の
とし
、放
課
後
児
童
クラ
ブ
等
を

利
用
して
い
る
子
ども
や
保
護
者
か
ら意
見
を聴
取
す
る
な
どし
、利
用
者
の
意
見
も
踏
ま
え
な
が
ら検
証
を
行
う。

ウ
検
証
結
果
に
つ
い
て
は
、関
係
者
協
議
会
に
参
画
す
る
者
の
み
な
らず
、放
課
後
児
童
クラ
ブ
等
を
利
用
して
い
る
子
ども
や
保
護
者
、そ
の
他
両
事
業
の
関
係
者
が
閲
覧
で

き
る
よ
うに
す
る
とと
も
に
、国
に
報
告
す
る
。

２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

○
「新
・放
課
後
子
ども
総
合
プ
ラン
」に
基
づ
き
、放
課
後
児
童
クラ
ブ
と放
課
後
子
供
教
室
が
連
携
して
事
業
を
実
施
し、
放
課
後
の
子
ども
の
居
場
所
機
能
の
強
化
を
図
る
た
め
、両
事
業
に
関

わ
る
者
の
連
絡
調
整
の
場
の
設
置
、連
携
に
資
す
る
事
前
準
備
か
ら事
業
実
施
の
検
証
を
行
うこ
とに
よ
り、
両
事
業
の
連
携
又
は
一
体
的
実
施
を
促
進
す
る
。

１
事
業
の
目
的

令
和
４
年
度
第
２
次
補
正
予
算

１
億
円

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
連
携
促
進
実
証
モ
デ
ル
事
業

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
対
策
推
進
事
業
費
補
助
金
）

◆
実
施
主
体
：
市
町
村

◆
補
助
率
：
定
額
（
国
：
１
０
／
１
０
）

◆
補
助
基
準
額
（
１
事
業
所
当
た
り）
：
1,
68
5千
円

連
絡

の
場

、検
証

の
場

の
設

置

課
題

の
整

理
・実

施
方

法
の

検
討

・検
証

＜
事

業
イ

メ
ー

ジ
＞

放
課

後
子

供
教

室
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ

参
加

に
向

け
た

準
備

・調
整
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放
課
後
居
場
所
緊
急
対
策
事
業

○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
利
用
申
込
み
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
利
用
で
き
な
い
児
童
の
受
け
皿
や
多
様
な
居
場
所
を
確
保
す
る
観
点
か

ら
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
待
機
児
童
が
解
消
す
る
ま
で
の
緊
急
的
な
措
置
と
し
て
、
待
機
児
童
が
１
０
人
以
上
い
る
市
町
村
に
お
い
て
、

児
童
館
・
公
民
館
、
塾
・
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
等
に
専
門
ス
タ
ッ
フ
を
配
置
し
、
入
退
館
の
把
握
や
見
守
り
を
行
い
、
放
課
後
の
子
ど
も
の

居
場
所
を
提
供
す
る
事
業
を
実
施
す
る
。

１
．
事
業
の
趣
旨
・
内
容

○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
待
機
児
童
が
発
生
し
て
い
る
中
、
待
機
児
童
解
消
に
向
け
た
受
け
皿
や
多
様
な
居
場
所
を
確
保
す
る
た
め
、

待
機
児
童
が
解
消
す
る
ま
で
の
緊
急
的
な
措
置
と
し
て
、
待
機
児
童
が
１
０
人
以
上
い
る
市
町
村
に
お
い
て
、
児
童
館
等
に
専
門
ス
タ
ッ
フ

を
配
置
し
、
入
退
館
の
把
握
や
見
守
り
に
よ
る
放
課
後
の
子
ど
も
の
居
場
所
の
提
供
や
、
民
間
企
業
等
が
行
う
塾
・
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
な
ど

の
活
動
の
前
後
の
時
間
帯
等
に
子
ど
も
の
居
場
所
を
提
供
す
る
事
業
を
実
施
す
る
。

２
．
実
施
主
体

３
．
補
助
率

４
．
補
助
単
価
（
案
）

①
運
営
費
：
1,
06
3千

円
②
環
境
整
備
の
た
め
の
設
備
費
等
：
50
0千

円

国
１
／
３
、
都
道
府
県
１
／
３
、
市
町
村
１
／
３

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）

※
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
可

５
．
事
業
イ
メ
ー
ジ

小
学
校

児
童
館
・
社
会
教
育
施
設
等

専
門
ス
タ
ッ
フ
が
入
退
館
の
把

握
や
見
守
り
支
援
を
行
う
。

授
業
終
了
後
、

帰
宅
せ
ず
に

直
接
児
童
館

等
へ
来
館

自
宅

塾
・
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
等

専
門
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
見
守
り

塾
・
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
が
開
催
さ
れ
る

前
後
等
に
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
児
童
の
把

握
や
見
守
り
支
援
を
行
う
。

小
学
校

自
宅

保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金

（
放
課
後
関
係
）
1
0 億

円
の
内
数
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